
船舶事故等調査報告書 

平成２７年３月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第９７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年８月１７日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市地
じ

ノ島西岸（友
とも

ケ
が

島水道中ノ瀬戸） 

地ノ島灯台から真方位２６３°１.４海里付近 

 （概位 北緯３４°１７.６９′ 東経１３５°０１.８７′） 

事故等調査の経過  平成２６年８月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート はるか、５トン未満 

 ２５２－２３９１４和歌山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵板及びプロペラに曲損、船尾部の舵取付け部に破損 

 事故等の経過  本船は、船長１人が乗り組み、知人（以下「同乗者」という。）４

人を乗せ、和歌山市田倉
た く ら

埼南西方沖から中ノ瀬戸を通過する針路で地

ノ島北方の釣り場に向け、約１０ノットの速力で北西進していた。 

 船長は、いつものように中ノ瀬戸のほぼ中央を通過するつもりで航

行していたところ、魚群探知機の水深表示が約４ｍであることに気付

き、左方に舵を切った。 

 本船は、ほぼ同じ速力で、平成２６年８月１７日０９時３０分ご

ろ、地ノ島西端の浅所に乗り揚げ、乗り切った。 

 本船は、同乗者の１人が１１８番通報を行った後、知人の船にえい
．．

航されて帰った。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ６、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期、波高 約１.５ｍ 

 その他の事項  船長は、約６～７年前からモーターボートを操縦しており、月に約

２回友人らと共に釣りに出掛けていた。 

 船長は、中ノ瀬戸付近の航行に慣れており、浅所が拡延しているこ

とを承知していた。 

 船長は、本事故後、強い南風によって右舷方に圧流されたと思っ

た。 

 本船の喫水は、船首約 1.００ｍ、船尾約１.１５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

あり 

なし 



 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

 本船は、友ケ島水道中ノ瀬戸を北西進中、左舷船尾方からの風によ

って右舷方に圧流されたことから、地ノ島西端の浅所に乗り揚げたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、友ケ島水道中ノ瀬戸を北西進中、左舷船尾方か

らの風によって右舷方に圧流されたため、地ノ島西端の浅所に乗り揚

げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・慣れた海域を航行する場合においても、常に船位の確認を行うこ

と。 

・風が強いときには、圧流の状況を確かめながら航行すること。 

 


